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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入出力端子に安全機器が接続された安全コントローラに通信を介して接続され、前記安
全コントローラにて制御運用に用いられる安全アプリケーションの作成作業を支援するた
めの安全アプリケーション作成支援装置であって、
　表示画面を有する画像表示部と、
　キーボードやマウス等の入力操作部と、
　安全適合プログラム表示プログラムと、第三者認定機関による安全基準認定を受けた安
全適合プログラムに関する情報が含まれたアプリ選択用情報と、安全機器の設定に用いら
れる第三者認定機関による安全基準認定を受けた設定パラメータを含む設定情報と、を格
納した記憶部と、
　前記安全適合プログラム表示プログラムが実行されると、前記安全適合プログラムに関
する情報を前記画像表示部に表示する安全適合プログラム表示手段と、
　前記画像表示部上に前記安全アプリケーション作成のための案内表示を行いつつ、前記
入力操作部における所定のユーザ操作で入力されたデータに基づいて前記安全適合プログ
ラムと前記設定パラメータとを適宜組み合わせることで、安全アプリケーションを生成す
る安全アプリケーション生成手段と、
　前記入力操作部における所定のユーザ操作に応答して、前記安全アプリケーションを前
記安全コントローラへと送信する送信手段と、を含み、
　前記安全アプリケーションは、安全適合プログラムと基本論理演算命令とファンクショ
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ンブロックと前記安全機器に対応する設定パラメータとを組み合わせることで作成される
ものであり、
　前記安全アプリケーション作成のための案内表示は、
　前記画像表示部に表示された安全適合プログラムより１の安全適合プログラムを選択し
た際に、当該選択された安全適合プログラムと組み合わせた場合に第三者認定機関による
安全基準認定を充たすものとなるように、１若しくは２以上の基本論理演算命令と、１若
しくは２以上のファンクションブロックと、を提示するものであり、
　前記安全アプリケーション生成手段は、
　前記安全適合プログラムと基本論理演算命令とファンクションブロックとが組み合わさ
れるのに対応して、記憶部よりこれらの組合せに対応する設定パラメータを読み出し転記
することで、これらの組合せからなる安全アプリケーションを生成して前記記憶部に格納
する、
　ことを特徴とする安全コントローラにおける安全アプリケーション作成支援装置。
【請求項２】
　前記アプリ選択用情報には、更に、それぞれの安全適合プログラムと対応する入出力ロ
ジック表示に関する安全機器の製品外観や論理演算記号のグラフィカル情報が含まれてお
り、
　前記１の安全適合プログラムを選択した際に、前記画像表示部に、選択された安全適合
プログラムに対応する安全機器の入力処理ロジックのグラフィカル情報を表示する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の安全アプリケーション作成支援装置。
【請求項３】
　前記アプリ選択用情報には、更に、それぞれの安全適合プログラムと対応する入出力ロ
ジック表示に関する安全機器の製品外観や論理演算記号のグラフィカル情報が含まれてお
り、
　前記１の安全適合プログラムを選択した際に、前記画像表示部に、選択された安全適合
プログラムに対応する安全機器の出力処理ロジックのグラフィカル情報を表示する、
　ことを特徴とする請求項１若しくは請求項２のいずれかに記載の安全アプリケーション
作成支援装置。
【請求項４】
　前記アプリ選択用情報には、更に、それぞれの安全適合プログラムと対応付けられた安
全コントローラの入出力端子と安全入出力機器との配線接続情報が含まれており、
　前記１の安全適合プログラムを選択した際に、前記画像表示部に、選択された安全適合
プログラムと対応付けられた安全コントローラの入出力端子と安全入出力機器との配線接
続情報を表示する、
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の安全アプリケーション作成
支援装置。
【請求項５】
　前記アプリ選択用情報には、更に、それぞれの安全適合プログラムと対応する安全入出
力機器の演算制御処理とフェールセーフ動作とを関連付けたタイミングチャートが含まれ
ており、
　前記１の安全適合プログラムを選択した際に、前記画像表示部に、選択された安全適合
プログラムに対応する安全入出力機器の演算制御処理とフェールセーフ動作とを関連付け
たタイミングチャートを表示する、
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の安全アプリケーション作成
支援装置。
【請求項６】
　前記安全アプリケーション作成支援装置と通信を介して接続され、前記安全アプリケー
ション作成支援装置から送信された安全適合アプリケーションのダウンロードを許可する
安全コントローラであって、
　前記安全アプリケーション作成支援装置より送信された安全アプリケーションが、ユー
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ザにより編集がなされたものであった場合には、ユーザ編集が行われたことが識別できる
識別子を付与して所定の記憶領域に格納する、
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載された安全アプリケーション
作成支援装置と接続された安全コントローラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　安全コントローラに組み込まれて安全制御システムを制御運用するための安全アプリケ
ーションを作成する安全アプリケーション作成支援装置であって、特に、機能安全に適合
した安全適合プログラムと、この安全適合プログラムに関連付けた安全入出力機器の接続
時の端子パラメータ設定とを用いて安全アプリケーションを作成することが可能な安全ア
プリケーション作成支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、工場内の製造現場においては、製造ラインのシステム化、ネットワーク化が進ん
でおり、また、製造製品の多様化、多種化に伴い、制御システムはより複雑に、高度な制
御が要求されている。一方、作業環境における労働安全の意識の向上と共に、一層の安全
確保と生産性の両立性の確保が課題となってきている。
【０００３】
　このような技術的要請から、複数の制御機器が接続される制御ネットワークを構成する
安全ユニットとして、種々の安全コントローラや安全Ｉ／Ｏターミナルが公知であり、例
えば、安全コントローラは、一般的なプログラマブルコントローラ（ＰＬＣ）に類似する
ロジック演算機能、入出力制御機能に加えて、安全面の自己診断機能を内蔵させることに
より、その制御において高度な安全性および信頼性を確保したものであり、さらに自己診
断結果により異常を検出した場合には、自己の制御が危険につながらないように、強制的
に安全な制御を行なうような機能（フェールセーフ機能）を備えている。安全Ｉ／Ｏター
ミナルにおいても、自己診断機能を有していて、自己診断結果により異常を検出した場合
には自己の制御が危険につながらない制御をするといった、フェールセーフ機能を備えて
いる。この機能により、安全制御装置を介して接続される切削機械や切断機械やアーム付
き製造機ロボット等の動作が、例えば作業者に対して危険を及ぼさないように制御されて
いる。
【０００４】
　ここに言う安全は、より具体的には、規格化されている安全基準を含む意味である。安
全規格には、例えばＩＥＣ６１５０８やＥＮ規格などがある。ＩＥＣ６１５０８（プログ
ラム可能な電子システムの機能安全に関する国際電気標準委員会）では、時間あたりの危
険故障確立を（失敗確立：Ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｆａｉｌｕｒｅ　ｐｅｒ　Ｈ
ｏｕｒ）を定義し、この確立によってＳＩＬのレベル（Ｓａｆｅｔｙ　Ｉｎｔｅｇｒｉｔ
ｙ　Ｌｅｖｅｌ）を４段階に分類している。また、ＥＮ規格では、機械のリスクの大きさ
を評価し、リスク低減策を講じるように義務づけされていて、ＥＮ９５４－１では５つの
安全カテゴリにて規定されている。この発明の安全コントローラ等は、このような安全基
準のいずれかに対応したものである。
【０００５】
　これら安全入出力機器が接続された安全コントローラと安全Ｉ／Ｏターミナルとをネッ
トワークで結んで構築された制御システムは、安全制御システムとして知られており、各
安全ユニットの接続端子には、オンオフ信号を出力するスイッチ等の入力機器と、制御信
号出力を受けて駆動される出力機器との少なくとも一方が接続されている。ここで、入力
機器の例としては、非常停止スイッチ、ライトカーテン、ドアスイッチ、２ハンドスイッ
チ等である。また、出力機器の例としてはセーフティリレーやコンタクタであり、これら
の入力機器または出力機器も安全規格に対応している。
【０００６】
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　安全コントローラに組み込まれ、各種製造機器の安全制御運用を実行するプログラムに
おいても２種の安全認証取得が実行されており、１つはＡＮＤ，ＮＯＴ，ＯＲ，ＮＯＲ等
の汎用的な基本ロジック命令に対する認証取得であり、もう１つはプログラム構築をサポ
ートする各種アプリケーションに特化した応用命令（ＩＮ，ＯＵＴ，ＭＯＶ等）やファン
クションブロック（非常停止スイッチＦＢ、セーフティライトカーテンＦＢ等）としての
安全認証取得である。
【０００７】
　図１９には安全認証が取得された安全プログラムの例が示されており、図例においては
端子への配線入力接続に対して２重化処置を施した非常停止スイッチ（Ａ，Ｂ）と、同じ
く動作信号の入力接続配線に２重化処置を施したセーフティライトカーテン（Ａ，Ｂ）と
、製造機器に取り付けられたリセットスイッチとからの動作信号を入力して、２重化処置
を施したセーフティリレー（Ａ，Ｂ）を制御するための安全プログラム例である。この安
全プログラムによって制御されたセーフティリレーの接点信号は、例えば、切削機械や切
断機械やアーム付き製造機ロボット等の駆動源に対する動力遮断のために電源ラインに組
み込まれ、所定の安全演算制御に基づくフェールセーフ機能を実現する。
【０００８】
　この図例においては、ＡＮＤ記号で示される基本ロジック命令、非常停止スイッチアプ
リケーションＦＢ（ファンクションブロック）、セーフティライトカーテンＦＢ、リセッ
ト／リスタートアプリケーションＦＢ、外部出力機器モニタリングアプリケーションＦＢ
が、単体で安全認証を受けており、これらを組み合わせた安全プログラム（これら単体で
安全認証を受けた、基本または接続される安全機器に特化したアプリケーションで提供さ
れる応用命令やファンクションブロックの組合せにより）を組み込んだ安全コントローラ
によって、製造機器等に対する演算制御を実行している（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００７－４１６５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　安全コントローラに組み込まれて各種演算処理を行う安全プログラムは、先に記述した
ように単体で安全認証を受けた基本命令や、接続する安全機器に特化したアプリケーショ
ンで提供されるファンクションブロック機能や応用命令を組み合わせることにより構築さ
れる。このようなプログラム構造は、ユーザが構築する安全制御システムの多種さ、多様
さ、にも対応できる汎用性を備えている。
【００１０】
　しかしながら、ユーザが構築中の安全プログラムに組み込まれる基本命令や、接続する
安全機器に特化したアプリケーションで提供されるファンクションブロック機能や応用命
令が安全基準認証を受けていたとしても、これらを組み合わせることによって構築された
安全プログラム自身は所定の安全基準を満たしているとは謂えない（未認証）ため、この
安全プログラムが所定の安全基準を満たすことについては改めて第３者認証機関による認
証取得を行う必要があった。
【００１１】
　さらに、ソフトウェア特性として安全プログラム作成過程における人為的な誤り（所謂
バグ等）等により、構築された安全プログラムを組み込んで運用される制御システムの系
統的故障の要因となる虞があるため、安全プログラム自身の安全基準確認が困難であり、
且つ、この理由から、第３者認証機関に対する認証作業時の証明（安全プログラムが安全
基準を満足していること）作業に多大な時間とコストを費やしていた。
【００１２】
　一例として、ソフトウェア認証取得には、１）安全プログラム構築に至るまでの各（コ
ーディング、モジュール、ソフトウェアシステム、ソフトウェア安全要求仕様、制御シス
テム安全要求仕様等）フェーズ毎のアウトプットが必要であり、２）下流設計フェーズに
おける上流設計フェーズの検証方法が必要であり、３）各テストフェーズでの設計フェー
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ズの検証方法、４）妥当性の確認方法等の項目を明確に示す必要があった。
【００１３】
　この発明は、このような従来の問題点に着目して為されたものであり、その目的とする
ところは、１）安全基準に関する専門的知識を有さなくとも安全コントローラに組み込ま
れる安全適合プログラムの構築を可能にすることであり、２）安全コントローラが備える
入出力端子に接続される安全入出力機器接続のためのパラメータ設定を可能にすることで
あり、３）安全プログラムの認証取得作業の軽減（取得作業に費やす時間の短縮およびコ
ストの削減）することである。
【００１４】
　この発明のさらに他の目的または作用効果については、以下の明細書の記述を参照にす
ることにより、当業者であれば容易に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述した技術的な課題は、以下の構成を有する安全アプリケーション作成支援装置によ
り解決することができる。
【００１６】
　すなわち、この安全アプリケーション作成支援装置は、入出力端子に安全機器が接続さ
れた安全コントローラに通信を介して接続され、前記安全コントローラにて用いられる安
全アプリケーションの作成作業を支援するためのものである。
【００１７】
　そして、この安全アプリケーション作成支援装置は、表示画面を有する画像表示部と、
キーボードやマウス等の入力操作部と、安全適合プログラム表示プログラムと、第三者認
定機関による安全基準認定を受けた安全適合プログラムに関する情報が含まれたアプリ選
択用情報と、安全機器の設定に用いられる第三者認定機関による安全基準認定を受けた設
定パラメータを含む設定情報と、を格納した記憶部と、前記安全適合プログラム表示プロ
グラムが実行されると、前記安全適合プログラムに関する情報を前記画像表示部に表示す
る安全適合プログラム表示手段と、前記画像表示部上に前記安全アプリケーション作成の
ための案内表示を行いつつ、前記入力操作部における所定のユーザ操作で入力されたデー
タに基づいて前記安全適合プログラムと前記設定パラメータとを適宜組み合わせることで
、安全アプリケーションを生成する安全アプリケーション生成手段と、前記入力操作部に
おける所定のユーザ操作に応答して、前記安全アプリケーションを前記安全コントローラ
へと送信する送信手段と、を含むものである。
【００１８】
　ここで、安全アプリケーションは、安全適合プログラムと基本論理演算命令とファンク
ションブロックと前記安全機器に対応する設定パラメータとを組み合わせることで作成さ
れるものであり、前記安全アプリケーション作成のための案内表示は、前記画像表示部に
表示された安全適合プログラムより１の安全安全適合プログラムを選択した際に、当該選
択された安全適合プログラムと組み合わせた場合に第三者認定機関による安全基準認定を
充たすものとなるように、１若しくは２以上の基本論理演算命令と、１若しくは２以上の
ファンクションブロックと、を提示するものである。
【００１９】
　そして、前記安全アプリケーション生成手段は、前記安全適合プログラムと基本論理演
算命令とファンクションブロックとが組み合わされるのに対応して、記憶部よりこれらの
組合せに対応する設定パラメータを読み出し転記することで、これらの組合せからなる安
全アプリケーションを生成して前記記憶部に格納するように仕組まれている。
【００２０】
　このような構成によれば、安全基準に関する専門的な知識を有さなくとも、安全コント
ローラに組み込まれる安全アプリケーションの構築が行えて、同時に、安全コントローラ
に接続される安全機器に対しての設定パラメータの設定もが行えるのである。しかも、安
全アプリケーションに含まれる安全適合プログラムは、既に所定（ＩＥＣ６１５０８、Ｅ
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Ｎ９５４－１）の安全規格を満足するとして第３者の認証機関により認証取得済みのプロ
グラムであるから、安全プログラムの認証取得作業に係る煩雑な作業や資料作成に費やす
膨大な時間を軽減できるのである。
【００２１】
　そして、安全適合プログラムに対応付けられた設定パラメータもやはり、安全基準認定
を受けた制御システムの運用形態から構築され、運用実績のある安全機器との接続形態に
基づくものであるから、作成された安全アプリケーションを一旦、所定の記憶装置に保存
しさえすれば、この保存された安全アプリケーションに基づいて、対象となる制御システ
ムの安全認証取得に至るまでの作業時間や作業コストをも軽減できるのである。
【００２２】
　好ましい実施の形態においては、アプリ選択用情報には、更に、それぞれの安全適合プ
ログラムと対応する入出力ロジック表示に関する安全機器の製品外観や論理演算記号のグ
ラフィカル情報が含まれており、１の安全適合プログラムを選択した際に、画像表示部に
、選択された安全適合プログラムに対応する安全機器の入力処理ロジックのグラフィカル
情報を表示するものである。
【００２３】
　このような構成によれば、安全コントローラの入出力端子に接続された安全機器の処理
動作を確認しながらの安全アプリケーション構築が可能なのである。さらに、入力処理ロ
ジックの表示において、使用される安全機器の製品外観に対応付けたグラフィカル表示や
論理演算記号表示を用いることによりユーザへの視認性を向上させることができる。
【００２４】
　好ましい実施の形態においては、アプリ選択用情報には、更に、それぞれの安全適合プ
ログラムと対応する入出力ロジック表示に関する安全機器の製品外観や論理演算記号のグ
ラフィカル情報が含まれており、１の安全適合プログラムを選択した際に、画像表示部に
、選択された安全適合プログラムに対応する安全機器の出力処理ロジックのグラフィカル
情報を表示するものである。
【００２５】
　このような構成であっても、安全コントローラの入出力端子に接続された安全機器の処
理動作を確認しながらの安全アプリケーション構築が可能なのであり、制御対象とする安
全出力機器への制御出力内容や外部監視機器への入出力内容を確認しながら安全アプリケ
ーション構築が行える。さらに、出力処理ロジックの表示において、使用される安全機器
の製品外観に対応付けたグラフィカル表示や論理演算記号表示を用いることによりユーザ
への視認性を向上させることができる。
【００２６】
　好ましい実施の形態においては、アプリ選択用情報には、更に、それぞれの安全適合プ
ログラムと対応付けられた安全コントローラの入出力端子と安全入出力機器との配線接続
情報が含まれており、１の安全適合プログラムを選択した際に、画像表示部に、選択され
た安全適合プログラムと対応付けられた安全コントローラの入出力端子と安全入出力機器
との配線接続情報を表示するものである。
【００２７】
　このような構成によれば、安全コントローラに組み込まれる安全アプリケーションの入
出力制御処理内容を確認しながら安全アプリケーションの構築が可能であり、安全コント
ローラの入出力端子に接続される安全機器との配線状態を確認しながら安全アプリケーシ
ョン構築を行うことができるのである。
【００２８】
　好ましい実施の形態においては、アプリ選択用情報には、更に、それぞれの安全適合プ
ログラムと対応する安全入出力機器の演算制御処理とフェールセーフ動作とを関連付けた
タイミングチャートが含まれており、１の安全適合プログラムを選択した際に、画像表示
部に、選択された安全適合プログラムに対応する安全入出力機器の演算制御処理とフェー
ルセーフ動作とを関連付けたタイミングチャートを表示するものである。
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【００２９】
　このような構成によれば、安全アプリケーションを組み込んだ安全コントローラの制御
対象となる制御システムの処理動作、特に、安全入出力機器動作と制御処理システムが確
保すべき製造機器のフェールセーフ動作とを対応付けた時系列的状態遷移（タイミングチ
ャート内容）を確認しながらプログラム構築が行えるのである。
【００３０】
　また、本発明は、安全アプリケーション作成支援装置と接続され、安全アプリケーショ
ン作成支援装置から送信された安全アプリケーションのダウンロードを許可する安全コン
トローラに関する発明としても捉えることができる。即ち、この安全コントローラは、安
全アプリケーション作成支援装置より送信された安全アプリケーションが、ユーザにより
編集がなされたものであった場合には、ユーザ編集が行われたことが識別できる識別子を
付与して所定の記憶領域に格納するものである。
【００３１】
　このような構成によれば、作成された安全アプリケーションに含まれる安全適合プログ
ラムとこの安全適合プログラムを組み込んで安全制御システムを構築するための安全機器
に対する接続パラメータとを該当する安全コントローラに対して一括してダウンロードす
ることが可能であり、安全アプリケーションを作成してから対応する安全コントローラへ
のダウンロード処理を実行するまでの間のプログラムと端子パラメータとの齟齬を防ぐこ
とができる。さらに、安全コントローラにダウンロードした安全アプリケーションの確認
手段を含ませることにより、第３者による不意の可変を防ぐことができる。また、ユーザ
により編集がなされた場合には安全アプリケーションに識別子を付与することで、付与さ
れた識別子に基づき所定の安全認証を取得していない旨の表示を行うなどして、ユーザに
認証状態を認識させることができる。
【発明の効果】
【００３２】
　このような構成によれば、安全基準に関する専門的な知識を有さなくとも、安全コント
ローラに組み込まれる安全アプリケーションの構築が可能であり、同時に、安全コントロ
ーラに接続される安全機器に対する端子接続パラメータの設定が必要な場合には、設定パ
ラメータの設定を行うことができ、しかも、結果として構築された安全アプリケーション
は、既に所定（ＩＥＣ６１５０８、ＥＮ９５４－１）の安全規格を満足するとして第３者
の認証機関により認証取得済みのプログラムであると共に、設定された設定パラメータも
やはり、安全基準認定を受けた制御システムの運用形態から構築された、運用実績のある
安全機器との接続形態に基づくものであるから、安全適合プログラムの認証取得作業に係
るコストの軽減が可能であり、さらに、制御対象となる安全制御システムの安全認証取得
に至るまでの作業時間や作業コストをも軽減できる、安全適合プログラム作成支援装置を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下に、本発明の好適な実施の一形態を添付図面に従って詳細に説明する。本発明が適
用される、複数の安全コントローラ１を制御バス２に接続させたバス型ネットワークから
構成される安全制御システムが図１（ａ）に例示されている。
【００３４】
　同図（ａ）に示されている例においては、各安全コントローラ１に複数の安全入力機器
３と安全出力機器４とが配線接続されており、制御バス２には本願発明の安全アプリケー
ション作成支援アプリケーション（以下“安全アプリケーション作成支援アプリ”と称す
る）を備えた安全アプリケーション作成支援装置１０が接続されている。また、同図（ｂ
）には、複数の安全入力機器３と安全出力機器４とが配線接続された安全コントローラ１
と、直結型ネットワークで結ばれた安全アプリケーション作成支援装置１０の接続例が示
されている。
【００３５】
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　ここで、安全適合プログラムとは、リスクアセスメントで指定された安全基準を確保す
るために構築された安全制御システムが擁する安全コントローラに組み込まれる制御プロ
グラムであり、コントローラの端子に接続された安全入力機器からの危険検知信号に基づ
いて製造装置等を動作（フェールセーフ動作）させるための安全制御出力を安全出力機器
に対して実行する制御プログラムであり、接続される安全入出力機器の故障や機器／端子
間の断線、短絡等の異常を検出する機能を備えた安全コントローラに組み込まれて実行さ
れる制御プログラムである。そしてこの制御プログラムは、第３者認証機関により所定の
安全基準を満たすものとして認証を受けたプログラムである。
【００３６】
　安全コントローラ１に接続される、安全入力機器３には、非常停止スイッチ、ライトカ
ーテン、ドアスイッチ、リミットスイッチ等が含まれ、安全出力機器４には、セーフティ
リレー、コンタクタ等が含まれる。
【００３７】
　図１に示される、安全アプリケーション作成支援装置１０は、本願発明の安全アプリケ
ーション作成支援アプリによる安全アプリケーション選択メニュー表示が実行可能であれ
ば、図例の汎用のノート型パソコンに限らず、ネットワークに接続可能な携帯型情報端末
（ＰＤＡ）であってもよいし、デスクトップパソコンでもよい。さらに、本願発明で作成
された安全プログラム設定ファイルを例えば、メモリカード（ＲＯＭカード、ＲＡＭカー
ド等）や磁気ディスク（フロッピディスク、ハードディスク）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等の外部記憶装置に記憶させ、ハンディツール等を用いて
制御バス上の安全デバイス（安全コントローラ、安全Ｉ／Ｏターミナル等）にダウンロー
ドさせても良い。
【００３８】
　安全アプリケーション作成支援アプリを備えた安全アプリケーション作成支援装置１０
の内部ハードウェア構成を示す概略ブロック図が図２に、安全コントローラ１の内部ハー
ドウェア構成を示す概略ブロック図が図３に示されている。ここで、各図に示されるブロ
ック図は代表的な構成例を表すものである。
【００３９】
　図２において、安全アプリケーション作成支援装置１０は、少なくとも、安全アプリケ
ーション作成支援装置全体を統括し制御するＣＰＵ１１と、マウスやキーボード等を含む
入力操作部１２と、表示画面に相当する表示部１３と、操作入力処理や、所定の演算処理
、表示画面に対する画像処理等に使用されるワークＲＡＭ１４と、外部への通信インター
フェースを司る通信部１６と、記憶部１５とを含み、これらは、安全アプリケーション作
成支援装置の内部バス１７に接続された形態で構成されている。さらに、記憶部１５の所
定の記憶領域には、後に詳述する、安全適合プログラム表示プログラム格納エリア１５ａ
と、アプリ選択用テーブル格納エリア１５ｂと、安全アプリケーション作成支援アプリを
使用して作成された安全アプリケーション（安全適合プログラムおよび安全コントローラ
が備える入出力端子（安全入出力機器を接続する）の設定ファイル）を記憶保存する設定
ファイル格納エリア１５ｃとが格納用に割り当てられている。
【００４０】
　図３には、安全アプリケーション作成支援アプリによって作成支援を受けた設定ファイ
ル、すなわち、安全適合プログラムおよび安全適合プログラムが監視・制御する安全機器
を接続するための入出力端子パラメータから構成された安全アプリケーション、のダウン
ロードを許可、実行する安全コントローラ１の代表的なハードウェア構成が例示されてお
り、制御バス２に接続された安全アプリケーション作成支援装置１０や複数の安全スレー
ブ（安全Ｉ／Ｏターミナル等）等とのデータ送受を行う通信Ｉ／Ｆ部２０と、各種演算機
能や故障診断機能等を実行し、安全コントローラ全体を統括・制御する中央演算部２１と
、安全機器が接続される入出力端子部（２３ａ、２３ｂ）を構成している各端子（２４ａ
、２４ｂ）には、端子毎の異常診断を実行する端子異常診断部（２２ａ、２２ｂ）とが含
まれており、この各入出力端子（２４ａ、２４ｂ）にはそれぞれ複数の安全入力機器３と
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安全出力機器４が接続される。
【００４１】
　さらに、中央演算部２１には幾つかのメモリが備えられており、安全コントローラとし
てのシステムプログラム（ファームウェア）を格納するＲＯＭ２１ａと、安全コントロー
ラの各種演算処理結果を一時的に格納するワークＲＡＭ２１ｂと、端子異常診断部２２ａ
や内部の故障診断の結果、異常を検出した際の通知設定および、この検出した異常ステー
タスを格納する不揮発性メモリ２１ｃと、安全コントローラに対するユーザプログラムを
収納するＵＭ２１ｄと、ユーザプログラムで使用するデータや、入出力端子に接続される
安全入出力機器（３，４）用に割り付けたＩＯＭ２１ｅとを含み、構成されている。
【００４２】
　次に、本発明の実施形態における安全アプリケーション選択の詳細処理フローを図４～
７、安全アプリケーション選択メニューの表示画面について、図８～１２に示される図面
に従って、以下に説明する。なお、ここでは、安全アプリケーション作成支援装置１０と
して、汎用型ノートパソコンを用いた形態による代表例で、安全アプリケーション作成支
援アプリに係る処理についての説明を行う。
【００４３】
　図４には、安全アプリケーション作成支援アプリによる安全アプリケーション選択（安
全適合プログラムおよびこの安全適合プログラムが監視・制御する安全機器を接続するた
めの端子設定）に関するフローチャートが示されている。先ず、安全アプリケーション作
成支援装置１０の電源を投入し、所定のイニシャル処理を経た上で、安全アプリケーショ
ン作成支援アプリを起動すると（図４、「開始」）、安全アプリケーション作成支援装置
の内部ＨＤＤ等で構成された記憶部１５に格納された安全適合プログラム表示プログラム
が読み出されて実行される。
【００４４】
　安全適合プログラム表示プログラムが実行されると、アプリ選択用テーブルに記憶され
た安全アプリケーションプログラムリストの検索処理を実行（ステップ１０１）し、この
安全アプリケーション作成支援アプリがサポートしている安全アプリケーションプログラ
ム（安全適合プログラム、入出力端子設定パラメータ等）情報を読み出して、安全アプリ
ケーション作成支援装置１０の表示部１３に「安全アプリケーションリスト」として表示
する（ステップ１０２）。
【００４５】
　ここで、安全適合プログラム表示プログラムの実行によってアプリ選択用テーブルから
読み出されたアプリ選択用テーブル情報は、一旦、ワークＲＡＭ１４の所定の記憶領域に
格納される。このアプリ選択用テーブル情報には、先述した安全アプリケーションプログ
ラム情報の他に、入出力処理画面を構成する安全機器の製品外観に関するグラフィカル情
報、論理演算記号のグラフィカル情報や、選択されるアプリケーションがサポートする制
御形態例、接続される安全入出力機器の配線例や安全制御システム運用時のタイミングチ
ャート例、安全認証取得の存否等、安全アプリケーション作成支援アプリによるサポート
を行うことに必要な情報が含まれている。
【００４６】
　一旦、ワークＲＡＭ１４の所定の記憶領域に格納されたアプリ選択用テーブル情報は、
安全アプリケーション作成支援装置１０の表示画面上に提示される設定画面内容に基づい
て入力されるユーザアクションに対応して、適宜必要な情報がこの記憶領域から読み出さ
れるものである。
【００４７】
　図４に示されるフローチャートに戻り、ワークＲＡＭ１４の所定の記憶領域から読み出
された安全アプリケーションプログラム情報は、表示部１３に表示される（ステップ１０
２）。
【００４８】
　ここで、安全アプリケーションとは、安全コントローラに組み込まれて実行される安全
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制御プログラム（既に第３者認証機関によって安全認証がなされた安全適合プログラム）
と、接続される安全入出力機器の故障や機器／端子間の断線、短絡等の異常を検出する機
能を備えた安全コントローラの入出力端子設定とを含むものであり、これら安全入出力機
器との接続設定、安全機器への制御出力、安全機器からの動作信号入力に基づいて制御対
象となる製造装置に対して所定の安全基準を保証した制御運用（フェールセーフ等）を実
行するものである。ステップ１０２で安全アプリケーション作成支援装置１０に表示され
る安全アプリケーションリストの表示例が図８に示されている。
【００４９】
　図８に示される安全アプリケーションの表示例においては、安全アプリケーション番号
に対応付けられた安全適合プログラムの識別表示を示す安全適合プログラム表示プログラ
ムと、この安全適合プログラムに接続されて制御運用される安全入出力機器と、安全コン
トローラと各安全機器との接続配線を示す配線図と、この安全適合プログラムを組み込ん
だ安全コントローラとコントローラ端子に接続された安全入出力機器とから実行処理され
る演算制御処理に関するタイミングチャートとをユーザに対して表示を行うことが示され
ている。
【００５０】
　図４に示すフローチャートに戻り、ステップ１０２で安全アプリケーション作成支援装
置１０の表示画面上に表示された安全アプリケーションに対して操作者（ユーザ）は、指
定された安全アプリケーション情報やアプリケーションを実行するための安全入出力機器
に対する配線例や、この安全アプリケーションを使用した安全運用の際のタイミングチャ
ートを確認（ステップ１０４、分岐Ａ）することが出来る。
【００５１】
　ここで、実行中の安全適合プログラム表示プログラム１５ａは、指定された安全アプリ
ケーションに対応付けられた安全適合プログラム情報や安全入出力機器への配線情報、こ
の安全入出力機器を使用しての安全運用時のタイミングチャート情報、入出力処理ロジッ
ク表示に関する安全機器の製品外観や論理演算記号のグラフィカル情報等を、ワークＲＡ
Ｍ１４の所定の記憶領域に格納されたアプリ選択用テーブル情報から読み出し（ステップ
１０５）、表示部１３に表示する（ステップ１０６）。
【００５２】
　ステップ１０６で表示される安全適合プログラムの入出力処理ロジックの表示例が図１
３～１４に、安全コントローラの入出力端子に接続される安全機器との端子／機器間配線
接続例が図１６～１７に、安全適合プログラムを組み込んだ安全コントローラによる安全
入出力機器に対する演算制御処理実行時のタイミングチャートが図１８に示されている。
さらに、図１８に示すタイミングチャートを表示する際に、選択された安全アプリケーシ
ョンが適用される安全制御システムの運用形態が図１５に示されている。
【００５３】
　図１５に示される例においては、回転駆動する作業機（図中中心部、例えばロボット等
）を用いて梱包機材の搬出を行う例（作業時の上面から見た図）が示されており、作業者
（図中、“Ｗｏｒｋｅｒ”）の両側にはＳＬＣ１（セーフティライトカーテン）の送受光
部が設置されており（図中、破線にて示される箇所がカーテン検出エリア）、非常停止ス
イッチ（図中、“Ｅ－ｓｔｏｐ”）ボタンと、リセット／リスタートスイッチ（図中、“
Ｒｅｓｅｔ　Ｓｗｉｔｃｈ”）が設けられている。さらに、回転駆動する作業機に対して
、異値出力（動作時１／０，０／１）で２重化処理されたリミットスイッチ（図中、“Ｌ
ｉｍｉｔＳｗｉｔｃｈ（Ｎ．Ｃ）／（Ｎ．Ｏ）”）が動作監視用に設けられている。
【００５４】
　図１６に示される配線接続例においては、端子１（Ｖ０）／１１（Ｇ０）間には入力端
子の異常診断実行のための通電が行われている。同値入力による２重化処理された非常停
止スイッチ（Ｓ１）が端子３（ＩＮ０）／１３（Ｔ０），４（ＩＮ１）／１４（Ｔ１）に
接続されており、セーフティライトカーテンＳ２の受光センサ信号（２重化処置）が端子
５（ＩＮ２），６（ＩＮ３）に、回転駆動する作業機監視用のリミットスイッチＳ３（異
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値入力による２重化）が端子７（ＩＮ４）／１７（Ｔ０），８（ＩＮ５）／１８（Ｔ０）
に、リセットスイッチＳ４が端子９（ＩＮ６）／１９（Ｔ２）に入力接続されている。そ
して、安全出力機器（ＫＭ１，ＫＭ２、コンタクタ）の接点信号監視のためのＡＮＤ接続
信号が端子１０（ＩＮ７）／２０（Ｔ３）に入力接続されている。
【００５５】
　図１７に示される配線接続例においては、端子２１（Ｖ１）／３１（Ｇ１）間には出力
端子の異常診断実行のための通電が行われている。回転駆動する作業機の駆動源（三相モ
ータＭ）の電源ラインに挿入（接点ＫＭ１，ＫＭ２）されて、危険検知時にフェールセー
フとして通電遮断を実行するコンタクタ（２重化処理、ＫＭ１，ＫＭ２）が出力端子２３
（ＯＵＴ０）／３３（Ｇ１），２４（ＯＵＴ１）／３４（Ｇ１）に接続されている。
【００５６】
　図１３には、ステップ１０４で選択された安全アプリケーションに対応付けられた安全
適合プログラムの入力処理を表す表示例が示されている。図中、最左列には入力端子（Ｉ
Ｎ０～ＩＮ７）が表示されており、最右列には、入力処理が実行された内部処理表示用の
中間信号表記（Ｉｎ０／１，Ｉｎ２／３，Ｉｎ４／５）が示されている。図中のプログラ
ム表示エリア（破線枠）には、プログラムの処理内容を表すサムネイルタグが付与されて
おり、それぞれ入力を示す“Ｉｎｐｕｔ”と、入力経過処理を示す“Ｂｙｐａｓｓ”と、
リセット入力を示す“Ｒｅｓｅｔ”とが示されている。図中“Ｉｎｐｕｔ”のサムネイル
タグが付与されたプログラム表示エリアにおいては、“ＥＳＳ”は非常停止スイッチ、“
ＳＬＣ”はセーフティライトカーテン、“Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓａｆｅｔｙ　Ｉｎｐ
ｕｔ”はリミットスイッチを示しており、それぞれ、図略する、製品の外観に関するグラ
フィカル表示が行われている。
【００５７】
　また、同図においては、“Ｂｙｐａｓｓ”のサムネイルタグが付与されたプログラム表
示エリアにおいては、ロジック演算処理を示す記号がグラフィカル表示されており、“Ｒ
ｅｓｅｔ”のサムネイルタグが付与されたプログラム表示エリアにおいては、図略する、
リセットスイッチの製品外観に関するグラフィカル表示が行われている。図中の入力ロジ
ック処理では、安全コントローラの入力端子（ＩＮ４／５）に接続されたリミットスイッ
チ信号とセーフテイライトカーテン信号との論理演算（ＯＲ演算）処理が施されおり、さ
らに入力端子（ＩＮ６）に接続されたリセット信号が挿入されて、内部処理表示用の中間
表示（Ｉｎ２／３）に出力されていることを示している。また、入力処理を行わない場合
には（図中、入力端子ＩＮ６に入力されたリセット信号）、何も挿入せず、各プログラム
表示エリアの左右端を単線表示によって接続している。“ＦｅｅｄＢａｃｋ（ＯＵＴ０）
”は、安全出力機器（ＫＭ１，ＫＭ２、コンタクタ）の接点信号監視のための入力を示し
ている。
【００５８】
　図１４には、ステップ１０４で選択された安全アプリケーションに対応付けられた安全
適合プログラムの出力処理を表す表示例が示されている。図中、最右列には出力端子（Ｏ
ＵＴ０～ＯＵＴ７）が表示されている。図中のプログラム表示エリア（破線枠）には、プ
ログラムの処理内容を表すサムネイルタグが付与されており、それぞれロジック演算処理
を示す“Ｌｏｇｉｃ”と、外部出力機器のモニタリングを示す“ＥＤＭ”と、出力を示す
“Ｏｕｔｐｕｔ”とが示されている。図中“Ｌｏｇｉｃ”のサムネイルタグが付与された
プログラム表示エリアにおいては、ロジック演算処理を示す記号がグラフィカル表示され
ており、“ＥＤＭ”のサムネイルタグが付与されたプログラム表示エリアにおいては、図
略する、外部出力機器モニタの製品外観に関するグラフィカル表示がなされている。
【００５９】
　図中の“Ｌｏｇｉｃ”のサムネイルタグが付与されたプログラム表示エリアにおいては
、入力処理で生成された中間処理の信号名が最左側に表示されている。図中のステップ処
理では、入力処理で生成された中間処理の信号（Ｉｎ０／１，Ｉｎ２／３）を論理演算し
、インターロック信号（ＩｎｔｅｒＬｏｃｋ　Ｓｉｇｎａｌ０／１）をさらに組み込んで
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（ＡＮＤ処理）、入力端子（ＩＮ７）に接続されたフィードバック信号と共に外部出力機
器へのモニタ出力として出力端子（ＯＵＴ０，ＯＵＴ１に）出力していることを示してい
る。
【００６０】
　図１８には、安全アプリケーションを組み込んだ安全コントローラによる安全入出力機
器に対する演算制御処理実行時のタイミングチャートが示されている。図中において、非
常停止スイッチＳ１と、セーフティライトカーテンＳ２と、セーフティリミットスイッチ
Ｓ３と、リセットスイッチＳ４とから安全適合プログラム処理で演算制御されて出力され
た安全コントローラ出力（ＫＭ１，ＫＭ２ａ接点ＯＵＴ０／１端子）の動作手順が示され
ており、この安全コントローラ制御と対応付けられたリモートＩ／Ｏによる制御システム
全体停止信号（フェールセーフ）が示されている。
【００６１】
　このように、安全アプリケーション作成支援アプリのサポートを受けるユーザは、安全
コントローラ１で実行できるプログラムのみならず、安全アプリケーションの運用環境（
安全入出力機器との配線例、安全コントローラの各入出力端子パラメータ設定や、制御運
用時の危険検知状態に関するタイミングチャート等）を確認しながら、プログラム構築が
行えるのである。
【００６２】
　ステップ１０６で提示された、指定された安全アプリケーションに関する安全入出力機
器との配線例や運用時のタイミングチャート情報を確認したユーザは、再びステップ１０
２で表示された安全アプリケーションリストの表示画面に戻り、他のアプリケーションに
関する付加情報（配線例、タイミングチャート）の確認を行うか、選択したアプリケーシ
ョンによる設定ファイル作成を行うかを決定（ステップ１０４、分岐Ｂ）する。
【００６３】
　続いて、図５に示されるフローチャートには、ステップ１０４において、指定した安全
アプリケーション情報による設定ファイル作成（安全適合プログラムファイル＋安全機器
接続パラメータ設定）を行う場合（分岐Ｂ）の処理フローが示されている。処理実行中の
安全適合プログラム表示プログラム１５ａは、ステップ１０４で選択された安全アプリケ
ーションに対応付けられた安全コントローラの入出力端子のパラメータ設定値と安全適合
プログラムの命令の値（ファンクションブロック等）とをワークＲＡＭ１４の所定の記憶
領域に格納されたアプリ選択用テーブル情報から検索し、読み出す（ステップ１０７、ス
テップ１０８）。
【００６４】
　ここで、ステップ１０７で読み出された入出力端子の設定値と、ステップ１０８で読み
出された安全適合プログラムとは、それぞれ所定の安全基準を満足する制御システムの運
用形態に基づくものであり、例えば、既に所定（ＩＥＣ６１５０８、ＥＮ９５４－１等）
の安全規格を満足するとして第３者の認証機関により認証を受けた安全適合プログラムと
、この安全適合プログラムを組み込んだ安全コントローラにより制御運用の実績のある制
御システムから構築された安全機器を接続するための入出力端子設定パラメータに基づく
ものである。
【００６５】
　すなわち、安全アプリケーション作成支援アプリのサポートを受けた安全アプリケーシ
ョンによれば、少なくとも、安全基準認定を受けた安全適合プログラムと、このプログラ
ムに対応付けられた安全機器への端子接続パラメータ設定に基づくプログラム構築が行え
るのであり、従来の安全基準を満たすための煩雑な試行錯誤を経なくとも簡易に安全入出
力機器を制御するための演算処理設定を行うことができるのである。
【００６６】
　さらに、この安全アプリケーションを組み込んだ安全コントローラが演算制御する安全
機器との接続パラメータ設定について、安全基準に関しての専門的知識を要さずとも実行
できるのであり、しかもこの入出力端子設定は安全認定を受けた制御システムの運用形態



(13) JP 4849261 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

に基くものである。
【００６７】
　ステップ１０７とステップ１０８との処理において、実行中の安全適合プログラム表示
プログラムは、ワークＲＡＭ１４上の所定の記憶領域に格納された安全アプリケーション
情報（安全適合プログラムおよび、入出力端子設定等）を読み出し、表示部１３に表示す
る（ステップ１０９）。図９、１０には、ステップ１０９で安全アプリケーション作成支
援装置の表示部１３に表示される安全適合プログラムの表示例と入出力端子パラメータの
表示例が示されている。
【００６８】
　図９に示された安全適合プログラムの表示例において、最左列には選択された安全アプ
リケーション番号が割り付けられており、安全適合プログラムの構成であるファンクショ
ンブロック毎のファンクションブロック名称（図中、“非常停止スイッチＦＢ”、“セー
フティライトカーテンＦＢ”）および、このファンクションブロックが演算処理プログラ
ムの中で対応付けている入出力アドレス値（図中、“入力アドレスｘｘｘ”、“出力アド
レスｘｘｘ”）、異常診断処理を行うための２重化信号入力に対する受信タイミングずれ
の許容時間設定等が示されている。
【００６９】
　図１０に示された入出力端子パラメータの表示例においては、最左列には選択された安
全アプリケーション番号が割り付けられており、（ａ）中の入力端子の設定パラメータ例
では、安全入力機器（“ＩＮ１”、“ＩＮ２”）接続時の入力端子設定として同値入力（
（０／０，１／１）による２重化設定、“１／１”のときスイッチＯＮ、“０／０”のと
きにスイッチＯＦＦ（遮断）。）による２重化処理が施され、安全入力機器の故障、端子
／機器間の断線・短絡を検知するためのテストパルス診断（“Ｔｅｓｔ　Ｐｕｌｓｅ”）
を実行し、このテストパルス出力には出力端子０／１を用いることが示されている。同図
（ｂ）に示される出力端子の設定パラメータ例では、安全出力機器（“ＯＵＴ１”、“Ｏ
ＵＴ２”）接続時の出力端子設定として、２重化設定がなされ（“Ｄｕａｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ”）、安全出力機器の故障や、機器／端子間配線の断線、短絡等の異常を検知するた
めの定期的なパルス出力を行うことが示されている。
【００７０】
　このように、安全アプリケーション作成支援アプリのサポートを受けた安全アプリケー
ションによれば、第３者認証機関による認証取得された安全適合プログラムの提示を受け
ることができ、さらには、この安全適合プログラムを組み込んだ安全コントローラへの安
全機器接続に必要な入出力端子毎のパラメータ設定についてまでも提示を受けることがで
きるのである。しかも、この提示された情報は、安全基準認証を受けたプログラムであり
、安全基準認証を受けて運用実績のある制御システムの接続形態に基づく端子設定パラメ
ータである。
【００７１】
　図５に示されるフローチャートに戻り、ステップ１０９で安全適合プログラムと入出力
端子設定の提示を受けた操作者は、安全アプリケーション作成支援装置の表示画面上に表
示された安全アプリケーションに対してプログラム編集を行うか、提示された安全アプリ
ケーションの入出力端子設定と安全適合プログラムを使用するかを選択（ステップ１１１
）し、例えば、安全コントローラで実行するプログラムシーケンスを追加・変更を行いた
い場合やファンクションブロックを追加・変更したい場合には（分岐Ａ）、提示された安
全アプリケーションに対して編集作業を施した上で（ステップ１１０）、この編集内容を
反映させた安全アプリケーションを保存（ステップ１１２）する。
【００７２】
　このように、提示を受けた安全アプリケーションに対するユーザ編集を認めることで、
ユーザが構築する安全制御システムに対する多種多様な制御形態にも対応可能な、汎用性
を考慮に入れたプログラミングが行えると謂う利点がある。
【００７３】
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　ここで、編集された安全アプリケーションと実行中の安全適合プログラム表示プログラ
ム１５ａが提示したそれとを区別するために、ステップ１１２において編集を施した安全
アプリケーションの保存を行う際には、例えば、パスワードによる認証入力を要求するよ
うにしてもよい。このような処置を設ければ、安全アプリケーションへの編集許可を安全
基準に関する専門的知識を有する特定者に限定することが可能となり、第３者による不意
の可変を防止することができる。
【００７４】
　また、この区別処理として編集を施した安全アプリケーションを保存する際に、実行中
の安全適合プログラム表示プログラム１５ａが自動的に編集されたことを表す識別子を付
与してもよい。要は、提示する安全アプリケーションとの混同が生じない手段が設けられ
ていればよい。
【００７５】
　ステップ１１２で編集が行われた安全アプリケーション（所定の識別子を付与、または
、アプリケーション名称を変更させる等）はワークＲＡＭ１４上の所定の記憶領域に保存
される。
【００７６】
　一方、ステップ１０９で提示を受けた安全アプリケーションが備える安全適合プログラ
ムと安全機器接続に関する入出力端設定パラメータとをこのまま使用する場合（ステップ
１１１、分岐Ｂ）には、図６に示されるフローチャートに進み、実行中の安全適合プログ
ラム表示プログラムは、選択された安全アプリケーションに基づいて、安全運用させる安
全コントローラにダウンロードするための設定ファイル（安全適合プログラム＋入出力端
子設定パラメータ）の作成を継続して実行する（ステップ１１３）。
【００７７】
　図１１には、ステップ１１３で作成される設定ファイルの例が示されている。同図に示
される例にあっては、ステップ１０９で安全アプリケーション作成支援装置１０の表示画
面上に提示した安全アプリケーション１が選択された例（図９における、安全アプリケー
ション番号１に対応した安全適合プログラムと、図１０における、安全アプリケーション
番号１に対応した安全適合プログラムを組み込んだ安全コントローラに対する入力端子お
よび出力端子の各パラメータ設定が該当）である。
【００７８】
　このように、安全アプリケーション作成支援アプリのサポートを受けて作成された設定
ファイルは、第３者認証機関による認証取得された安全適合プログラムと、この安全適合
プログラムを組み込んだ安全コントローラによって構築された制御システムの接続形態に
基づく端子設定パラメータである。しかもこの制御システムは、安全基準認証を受けて運
用実績のあるものであるから、この安全アプリケーション情報を設定ファイルに転記する
ことにより、安全プログラムの認証取得作業に係る煩雑な作業や資料作成に費やす膨大な
時間を軽減できるのであり、対象となる制御システムの安全認証取得に至るまでの作業時
間や作業コストをも軽減できるのである。
【００７９】
　ステップ１１３で作成された設定ファイル、すなわち安全アプリケーションに基づいて
作成された設定情報（安全適合プログラム＋入出力端子設定パラメータ）または、ユーザ
編集が施されたアプリケーションに基づく設定情報（ユーザ編集プログラム＋入出力端子
設定パラメータ）は、ユーザ編集の有無が識別できる形式（例えば識別子の付与等）でワ
ークＲＡＭ１４の所定の記憶領域に格納される。
【００８０】
　すなわち、設定ファイルが提示された安全アプリケーションに基づく場合には、ステッ
プ１０７，１０８で読み出された安全適合プログラム情報とこのプログラムに対応する接
続端子パラメータ情報とがワークＲＡＭ１４上の所定の記憶領域を介して設定ファイルに
転記され、記憶される。また、ユーザ編集に基づく場合には、ステップ１１２でワークＲ
ＡＭ１４上の所定の記憶領域に格納されたアプリケーション情報がユーザ編集の有無が識
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別できる形式（例えば識別子の付与等）で設定ファイルとしてワークＲＡＭ１４上の所定
の領域に記憶される。この場合、設定ファイルとして同一の記憶領域に格納してもよいし
、異なる記憶領域に格納してもよい。
【００８１】
　図６に示されるフローチャートに戻り、実行中の安全適合プログラム表示プログラムは
、ステップ１１３で作成された設定ファイルに対してユーザ編集の有無を判定し（ステッ
プ１１４）、ダウンロード実行する設定ファイルが編集を施されたものである場合（ステ
ップ１１４、分岐Ｙｅｓ）には、この設定ファイルは安全認証取得済みの安全プログラム
ではないことを安全アプリケーション作成支援装置１０の表示部１３に表示（ステップ１
１５）する。設定ファイルがユーザ編集が施されたものであるかの判断は、例えばステッ
プ１１２でワークＲＡＭ１４の所定の記憶領域に格納した設定情報（編集プログラム＋入
出力端子設定パラメータ）に付加された識別子に基づいて実行されるものでもよい。
【００８２】
　このようなユーザ通知表示を施すことにより、安全アプリケーション作成支援アプリの
サポートを受けながら安全コントローラに組み込む安全アプリケーションの作成と入出力
端子設定とを実行中のユーザに対して、作成された設定ファイルは所定の安全認証を取得
していないことを再認識させる利点があり、結果として作業の見直しやユーザの誤入力や
未入力を事前に防止できると謂う利点もある。
【００８３】
　一方、作成された設定ファイル（安全適合プログラム＋入出力端子設定）が、実行中の
安全適合プログラム表示プログラム１５ａにより提示を受けた安全認証取得済みプログラ
ムを擁するアプリケーションに基づくものであった場合（ステップ１１４、分岐Ｎｏ）、
および、編集を施した安全アプリケーションに基づく設定ファイル（ユーザ編集プログラ
ム＋入出力端子設定）であってもユーザ通知を行った場合には、対応する（この作成され
た設定ファイルによって制御演算処理を実行する）安全コントローラへのダウンロードを
実行（ステップ１１７）する。
【００８４】
　ステップ１１７におけるダウンロード実行処理に関しても、例えばパスワード認証を要
求してもよいし、安全基準に関する専門的知識を有する作業責任者等に限定して付与され
る暗号鍵を用いた処理であってもよい。このような処置を施すことにより、第３者による
不意の可変を防止できる利点がある。
【００８５】
　ここで、安全アプリケーション作成支援装置１０内における作成された設定ファイルに
関するダウンロード処理は、ステップ１１６の操作入力を起動として、ＣＰＵ１１がステ
ップ１１３でワークＲＡＭ１４の所定の記憶領域に格納された設定ファイル（選択された
安全適合プログラム／ユーザ編集プログラム＋入出力端子設定）を記憶部１５に設けられ
た所定の記憶領域（設定ファイル格納エリア１５ｃ）に格納すると共に、ワークＲＡＭ１
４上に設けられたダウンロード実行領域に記憶・保存する。ダウンロード実行領域に記憶
された設定ファイルは、内部バス１７に接続された通信部１６を介すことにより所定の形
式（データ通信用形式）に変換されて安全適合プログラム作成支援装置１０が接続された
制御バス２上に送出される。
【００８６】
　制御バス２に接続された安全コントローラ１への設定ファイルのダウンロードは、この
種の制御システムが備えているデータ通信方式では一般的な、宛先アドレス（安全コント
ローラのノードアドレス）を指定したデータ送信による。すなわち、ネットワークを構成
する制御バス２に接続された安全アプリケーション作成支援装置１０は、ネットワーク上
の安全コントローラ１との通信を行うために所定のノードアドレスが割り当てられている
ので、自己に割り当てられたノードアドレスを送信元アドレスに設定し、安全アプリケー
ションプログラムを実行処理する安全コントローラ１に割り当てられたノードアドレスを
宛先アドレスに設定して、該当する設定ファイルをダウンロードするのである。
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【００８７】
　制御バス２上に送信されたデータの宛先アドレスと合致するノードアドレスが割り当て
られた安全コントローラ１は、通信Ｉ／Ｆ部２０を介すことにより安全アプリケーション
作成支援装置１０が送信したデータの受信処理を実行する。受信された送信データに挿入
された設定ファイルは、中央演算部２１が備えているワークＲＡＭ２１ｂ上の所定の記憶
領域に一時的に保存格納され、受信処理は終了する。
【００８８】
　図７に示されるフローチャートに進み、実行中の安全適合プログラム表示プログラム１
５ａは、ステップ１１７でダウンロードを実行した安全コントローラから、ワークＲＡＭ
２１ｂ上に書き込まれた設定ファイルを再度、読み出して（ステップ１１８）、この安全
アプリケーション作成支援アプリによるサポートを受けて作成した設定ファイルと同一で
あるかの確認判定処理（ステップ１１９）を実行する。
【００８９】
　ステップ１１９における確認判定方法は、ステップ１１７において記憶部１５の所定の
記憶領域（設定ファイル格納エリア１５ｃ）に格納した設定ファイルを読み出して、安全
コントローラから再度読み出した設定ファイルとの論理演算処理（ＡＮＤ処理等）を行う
ものでもよいし、それぞれの設定ファイルから算出した誤り検出値（ＣＲＣ）に対する一
致判定処理でもよい。この確認判定処理は、ワークＲＡＭ１４上にの所定の記憶領域を使
用して実行される。
【００９０】
　このような確認処理を安全適合プログラム表示プログラムに設けることにより、作成さ
れた安全アプリケーションに対する設定ファイル（安全適合プログラム／ユーザ編集プロ
グラム＋入出力端子設定）が確実にバス上の対応する安全コントローラへダウンロードさ
れたことが確認できる。さらに、複数の安全コントローラが制御バス２上に存在する場合
であっても、安全コントローラに組み込まれた制御プログラムおよび入出力端子設定が、
実行中の安全適合プログラム表示プログラムによって設定されたものであることを確認し
ながら、安全コントローラ毎の安全アプリケーションに関する設定ファイルの作成を継続
して実行できる利点がある。
【００９１】
　そして、安全コントローラから読み出した設定ファイルと、実行中の安全適合プログラ
ム表示プログラムが作成した設定ファイルとが異なる場合（ステップ１１９、分岐Ｎｏ）
には、ダウンロードが正常に実行されなかったものとして、例えば、対応する安全コント
ローラへの再ダウンロード処理を継続して実行することができる。
【００９２】
　一方、安全コントローラから読み出した設定ファイルと、実行中の安全適合プログラム
表示プログラムにより作成した設定ファイルとが同一であった場合（ステップ１１９、分
岐Ｙｅｓ）には、読み出された設定ファイルが安全認証取得済みの安全アプリケーション
に基づくものであるかを、ワークＲＡＭ１４上の所定の記憶領域に格納されたアプリ選択
用テーブル情報から判断（ステップ１２０）する。
【００９３】
　安全コントローラから読み出された設定ファイルが安全認証取得済みの安全アプリケー
ションに基づくものであった場合（ステップ１２１、分岐Ｙｅｓ）には、この読み出した
設定ファイルに従って、対応付けられる安全適合プログラム情報と入出力端子設定情報と
を安全アプリケーション作成支援装置の表示画面に表示し（ステップ１２２）、さらに安
全認証取得済みの安全適合プログラムに基づく安全アプリケーションであることを表示す
る（ステップ１２３）。
【００９４】
　また、安全コントローラから読み出された設定ファイルが安全認証取得済みの安全アプ
リケーションに基づくものでない場合には（ステップ１２１、分岐Ｎｏ）、この読み出し
た設定ファイルに従って、対応付けられる入出力端子設定情報とプログラム情報とを安全
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アプリケーション作成支援装置の表示画面に表示（ステップ１２４）する。
【００９５】
　このような、表示処理を安全適合プログラム表示プログラムに設けることにより、安全
コントローラへダウンロードされた設定ファイル内容を再確認することが可能となり、ま
た、複数の安全コントローラが制御バス２上に存在する場合であっても、ファイル設定を
行った安全コントローラに組み込まれる制御プログラム（安全適合プログラム／ユーザ編
集プログラム）内容および入出力端子設定内容を把握しながら、安全コントローラ毎のア
プリケーションに関する設定ファイルの作成を継続して実行できる利点がある。
【００９６】
　なお、ステップ１１７で安全コントローラ１に対してダウンロードされた設定ファイル
は、先述した如く安全コントローラ１を構成する中央演算部２１が備えるワークＲＡＭ２
１ｂ上の記憶領域に一旦、格納される。ここで、中央演算部２１によりダウンロードされ
た設定ファイルの確認処理が実行される。この確認処理とは例えば、設定ファイルに挿入
された特定の識別番号を確認するものでもよいし、ダウンロード実行時の誤り検出を行う
ＣＲＣによる送信データの内容確認でもよい。
【００９７】
　安全コントローラ１の中央演算部２１によってダウンロードされた設定ファイル内容の
確認処理が終了したならば、該設定ファイルに含まれる安全適合プログラム／ユーザ編集
プログラムと入出力端子設定パラメータとは、一旦ワークＲＡＭ２１ｂ上に分離展開され
、安全適合プログラム／ユーザ編集プログラムは中央演算部２１が備えるＵＭ２１ｄ上の
所定のプログラム記憶領域に、入出力端子設定パラメータは対応するＩ／Ｏ割り付けが行
われたＩＯＭ２１ｅの所定の記憶領域に書き込まれることとなる。
【００９８】
　安全アプリケーションが分離展開してダウンロードされた際の、安全適合プログラムの
例が図１２（ａ）に、入出力端子パラメータの例が図１２（ｂ）に示されている。図例に
おいては、ステップ１０９で安全アプリケーション作成支援装置１０の表示画面上に提示
した安全アプリケーション１が選択された場合の設定例である（図９における安全アプリ
ケーション番号１に対応した安全適合プログラムと、図１０における安全アプリケーショ
ン番号１に対応した安全適合プログラムを組み込んだ安全コントローラの安全機器接続に
対する入力端子および出力端子の各パラメータ設定が該当）。
【００９９】
　このような構成によれば、作成された安全アプリケーションに含まれる安全適合プログ
ラムとこのプログラムを組み込んで安全制御システムを構築するための安全機器に対する
端子接続パラメータとを該当する安全コントローラに対して一括してダウンロードするこ
とが可能であり、安全アプリケーションを作成してから対応する安全コントローラへのダ
ウンロード処理を実行するまでの間の安全適合プログラムと端子パラメータとの齟齬を防
ぐことができる。さらに、安全コントローラにダウンロードした安全アプリケーションの
確認手段を含ませることにより、第３者による不意の可変を防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　安全アプリケーション生成手段の案内表示に従って、メニューとして表示された安全適
合プログラムリストから作成された安全アプリケーションを安全コントローラに適用させ
ることにより、安全基準に関する専門的な知識を有さなくとも第３者機関による安全認証
済みの安全アプリケーション構築が行える利点がある。そして、安全コントローラに接続
される安全機器に対する端子接続パラメータの設定が必要な場合には、この安全アプリケ
ーションに含まれる安全適合プログラムに対応付けられた安全機器接続のための端子パラ
メータの設定が行えると謂う利点がある。しかも、安全適合プログラムは、既に所定（Ｉ
ＥＣ６１５０８、ＥＮ９５４－１）の安全規格を満足するとして第３者の認証機関により
認証取得済みのプログラムであるから、このプログラムを含む安全アプリケーションを実
行することにより、安全適合プログラムの認証取得作業に係る煩雑な作業や資料作成に費
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やす膨大な時間を軽減できるのである。加えて、安全適合プログラムに対応付けられた端
子設定パラメータもやはり、安全基準認定を受けた制御システムの運用形態から構築され
、運用実績のある安全機器との接続形態に基づくものであるから、作成された安全アプリ
ケーションを一旦、所定の記憶装置に保存しさえすれば、この保存された安全アプリケー
ションに基づいて、対象となる制御システムの安全認証取得に至るまでの作業時間や作業
コストをも軽減できるのである。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】安全制御システムへの適用例を示す概念図である。
【図２】安全アプリケーション作成支援装置の内部構成を示す概略ブロック図である。
【図３】安全コントローラの内部構成を示す概略ブロック図である。
【図４】安全アプリケーション選択処理フローチャート（その１）である。
【図５】安全アプリケーション選択処理フローチャート（その２）である。
【図６】安全アプリケーション選択処理フローチャート（その３）である。
【図７】安全アプリケーション選択処理フローチャート（その４）である。
【図８】安全アプリケーションリストの表示例である。
【図９】安全アプリケーションに含まれる安全適合プログラムの表示例である。
【図１０】安全アプリケーションに含まれる入出力端子パラメータの表示例である。
【図１１】ダウンロード実行時の設定パラメータの例である。
【図１２】（ａ）はダウンロードされた安全適合プログラムの例であり、（ｂ）はダウン
ロードされた入出力端子パラメータの例である。
【図１３】安全適合プログラムの入力処理を示す表示例である。
【図１４】安全適合プログラムの出力処理を示す表示例である。
【図１５】安全アプリケーションが適用される安全制御システムの運用形態を示す概念図
である。
【図１６】安全コントローラに対する安全入力機器／端子間の接続配線の例である。
【図１７】安全コントローラに対する安全出力機器／端子間の接続配線の例である。
【図１８】選択された安全アプリケーション運用時のタイミングチャートの例である。
【図１９】安全プログラムを示す概略図である。
【符号の説明】
【０１０２】
１　　　　　安全コントローラ
２　　　　　制御バス
３　　　　　安全入力機器
４　　　　　安全出力機器
１０　　　　安全アプロケーション作成支援装置
１１　　　　ＣＰＵ
１２　　　　入力操作部
１３　　　　表示部
１４　　　　ワークＲＡＭ
１５　　　　記憶部
１５ａ　　　安全適合プログラム表示プログラム格納エリア
１５ｂ　　　アプリ選択用テーブル格納エリア
１５ｃ　　　設定ファイル格納エリア
１６　　　　通信部
１７　　　　内部バス
２０　　　　通信Ｉ／Ｆ部
２１　　　　中央演算部
２１ａ　　　ＲＯＭ
２１ｂ　　　ワークＲＡＭ
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２１ｃ　　　不揮発性メモリ
２１ｄ　　　ＵＭ
２１ｅ　　　ＩＯＭ
２２ａ，２２ｂ　端子異常診断部
２３ａ　　　入力端子部
２３ｂ　　　出力端子部
２４ａ，２４ｂ　端子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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